


簿記       　　　　  ：       簿記の基礎・仕訳・帳簿・試算表・精算表　
医療事務　 　　　　：       医療事務概論・レセプト作成・問題演習　
医事コンピュータ　：　コンピュータ基礎・医療事務技能　
オフィスＰＣ実技　：　ワード＆エクセル・パワーポイント・ＯＡ会計　
就職支援　　　　　：　ビジネスマナー、職業講和、履歴書作成、模擬面接　

●以下のすべてに該当する方が訓練・生活支援給付の支援対象となる方です。

①ハローワーク所長のあっせんを受けて、基金訓練または公共職業訓練を受講する方

②雇用保険の求職給付、職業転換給付金の就職促進手当及び訓練手当を受給できない方

③世帯の主たる生計者である方（申請時点の前年の状況によります）

④申請時点で年収見込みが 200 万円以下、かつ世帯全体の年収見込みが 300 万円以下の方

⑤世帯全体で保有する金融資産が 800 万円以下である方

⑥現在住んでいる以外に土地・建物を所有していない方

⑦過去３年間に不正行為により、国の給付金の支給を受けていない方

⑧就職安定資金融資（常用就職活動費 ) 等及び地方公共団体等の類似の給付・貸付を利用していない方

◎収入要件では、前月に高い収入があっても、その後離職などによって年収見込み 200 万円以下になるようであれば認められます。

◎世帯の年収は、本人以外が受給している年金の額を除いて 300 万円以下であれば認められます。

※主たる生計者・年収の要件が一部緩和されておりますので、詳細は近くのハローワークまでお問い合わせください。

訓練・生活支援給付金

被扶養者のいる方　12万円
上記以外の方　　　10万円

訓練内容 (カリキュラム )

訓練・生活支援給付金の資格要件

※遅刻・欠席・早退等で訓練の出席率が毎月８割に満たない場合、それ以後の給付金は支給されません。

※一定の要件を満たされた方に支給されます。

※専攻の結果、合格された方は、現在の住所または居住を管轄するハローワークにて受講勧奨、訓練生活支援給付金の受給を希望

される方は受給資格認定申請書の提出をお願いします。

職業訓練を受講している間、毎月以下の額の訓練・生活支援給付金が支給されます

受講要件
　

・医療分野、その他多様な分野における事務 ( 総務・経理 ) で必要になる各種知識を習得したい方

・未経験者可。ただし、キーボードを打てる方

訓練終了後の関連職種

　仕上がり像

　
終了後に習得できる資格

医療分野、メーカー・サービス等業種を問わず、多様な分野における営業・販売・事務を想定

医療事務管理士、医事コンピュータ 3級、簿記 3級程度の実務知識を持ち、オフィス業務において有効に活用できる

要受験。医療事務管理士、医事コンピュータ 3級、簿記 3級習得可能レベルの実力がつきます

自己負担額
テキスト代の一部として、￥15,000 円だけご負担いただきます（開校日に購入していただきます）

・8月 4日締切ですので、お急ぎください。

・申し込み、お問い合わせは 03-5638-5733   経営創研　まで。


